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報 告 協 議 事 項 

 

１ 給特法改正に係る広島県における教員の処遇改善について 

 

２ 安芸太田町議会第２回定例会に提案する議案に対する意見聴取について 

 



 

【 議 事 録 】 

 

日程第１ 開会                       （午前９時 30分開会） 

 

教育長） 

皆さん、おはようございます。本日は全員出席でございます。本日の会議の議題はお手元

のとおりでございます。議案報告協議のうち公開になじまないものが有りましたら、最後に

まわして審議したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

 清胤委員） 

   無いと思います。 

 

日程第２ 教育長報告 

 

 （以下の項目について報告） 

１ ２月の教育長等の状況 

① 県学校歯科医表彰伝達（１日） 

② 校長人事評価面談（３日、４日） 

③ 町校長研修会（４日） 

④ 政策会議（４日） 

⑤ 芸北支所訪問（５日） 

⑥ 芸北支所学校経営相談員訪問（６日） 

⑦ 県立加計高等学校 学校運営協議会 発表会（６日） 

⑧ 立志式（７日） 

⑨ 安芸太田町教員初任者研修（10日） 

⑩ 建国記念の日（11日） 

⑪ 学校運営協議会（12日、19日、25日） 

⑫ 加計中学校インタビュー（16日） 

⑬ 保・小合同研修（17日） 

⑭ 教育委員会会議（18日） 

⑮ 町園・所長研修会（19日） 

⑯ 「私たちの毎日が、GIGAでこう変わった」公開学習会（20日） 

⑰ 教育政策リーダー研究会大会（21日） 

⑱ 天皇誕生日（23日） 

⑲ ランチミーティング（25日） 

⑳ 文化財保護審議会（25日） 

㉑ 令和 7年度国立特別支援教育総合研修所セミナー（28日） 

 

２ ミニ学習会 

  「地域と学校の連携・協働について」 

 

教育長） 

  何かご質問があればお願いします。 

   

        （意見なし） 



 

日程第３ 議事 

 

教育長） 

   議案第４号町指定文化財（早木のスイリュウヒバ）の指定解除についてを議題とします。

事務局より説明をお願いします。 

 

 山根係長） 

   （町指定文化財（早木のスイリュウヒバ）の指定解除についてを説明） 

 

 教育長） 

   説明は以上でございますけれども、何かご質問はございませんか。 

 

       （意見なし） 

 

 教育長） 

   それではお諮りいたします。議案第４号町指定文化財（早木のスイリュウヒバ）の指定解

除についてを原案のとおり安芸太田町文化財保護審議会に諮問することに賛成の方は挙手

をお願いします。 

 

       （全員賛成） 

 

 教育長） 

   全員賛成です。よって、議案第４号町指定文化財（早木のスイリュウヒバ）の指定解除に

ついて安芸太田町文化財保護審議会に諮問することは原案のとおり可決されました。 

 

 教育長） 

   議案第５号図書館協議会委員の委嘱についてを議題とします。事務局より説明をお願いし

ます。 

 

 山根係長） 

   （図書館協議会委員の委嘱について説明） 

 

 教育長） 

   説明は以上ですが何かご質問ございませんか。 

 

       （意見なし） 

 

 教育長） 

   それではお諮りいたします。議案第５号図書館協議会委員の委嘱についてを原案のとおり

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

        （全員賛成） 

 

 教育長） 



   全員賛成です。よって議案第５号図書館協議会委員の委嘱については原案のとおり可決さ

れました。 

  

 教育長） 

   続きまして、議案第６号安芸太田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定についてと議案第７号安芸太田町保育所条例の一部改正についてを一括して議

題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

 園田主査） 

   （安芸太田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 

と安芸太田町保育所条例の一部改正について説明） 

 

 教育長） 

   説明は以上でございますけれども何か質問はございませんか。 

 

 池野委員） 

   一時保育制度は当町にあると思うんですが、それとの整合性はどうなんですか。 

 

園田主査） 

いわゆる一時預かり事業でございます。このデータの次のページの下のところにある一

時保育事業との比較という形で入れさせていただいているものでございますけど、この一

時保育も引き続き当然 14 日というようなこともあったりしますので、これを越えたとこ

ろでいろんな対応が出来ない、という事で引き続き行う予定でございます。基本的には内

容等変更を行う予定はございません。ただかぶるということもありますので、連携を取っ

ておりますけど、この制度が始まることによって利用料金との違いというところもあった

りしますので、整合性を図る、ということも一時検討しておりましたが、まず４月はです

ね、現状で走っていきたいというふうに考えておるところでございます。ですので、まず

は保護者の相談を受けた場合は誰でも通園制度が月 10 時間使えるということがあります

ので、これは誰でも通園制度に登録していただく、というところが基本になってくるのが、

特に三歳未満についてというところでございますけど。そういうところで対応を図ってい

きたいと考えておりますけど、国が言いますのは、一時保育制度と子ども誰でも通園制度

は内容が違う、というところでございまして、基本的には子ども真ん中社会というのは子

ども家庭庁が出来たことによって、子どもの育ちを支援するのが子ども誰でも通園制度。

保護者のいろんな家庭の状況において預かる制度が一時保育制度。というような棲み分け

みたいなのがありますが、実質的には保護者たちは同じ制度でございますので、そこのと

ころが本町においては基本的には子ども誰でも通園制度があるということを常に周知し

ながら、相談を受けた家庭にはまずは子ども誰でも通園制度を使っていただく、というよ

うな対応を図る必要があるのかなと思っております。 

 

池野委員） 

簡単に言いますとですね、例えば 10 時間までは 300 円を使って、それ以上だったら一

時保育を使うっていうふうに普通は思いますよね。そうなるんでしょうかね。 

 



 園田主査） 

   基本的にはそういうふうな形で進めて行きたいと思っております。ただこれは現在の子ど

も誰でも通園制度が考えているのは夕方まで、という預かりは考えている。基本的には現在

でうちが考えているのは午後１時、２時ぐらいまでなんで、それを過ぎた時間は一時預かり

に変えるとか、こちらの方の制度上の問題ですので、池野委員が言われたような対応をです

ね、考えています。 

 

 河本委員） 

   保育所に預けるという事は、働いていたり、理由がありますよね。だけどそうじゃない人

で、ちょっと息抜きがしたいとかそういう方、育児に煮詰まってる方とかいらっしゃると思

うので、とてもいい事業だなとは思うんですけど。10時間なので限られてはいるんだけど、

最初の申請書の提出が、希望者だけが申請する、ということになるんですけども、もう子ど

もさんがおられる方には一応申請を出してください、みたいな感じですると利用しやすいか

な、と感じました。 

 

園田主査） 

始まったばかりの制度で、どういう風に対応するかなかなかこちらの方も難しい状況もあ

るんですけど、今現在保育所と話しているのは、支援センターを利用されているお子さんも

８割ぐらいのお子さんがもう通っている状況があって、それ以外の方々も支援センターを使

用されたりということもあるんですけど、まずは支援センターを利用されている保護者の方

にですね、この周知をしっかり図るようにという指示は今出して、４月からこういう制度が

始まるんだよ、というような周知を図る。また、健康福祉課等とも連携をして、母子訪問と

かそういうところでチラシを配っていただいて。１時間 300円ですよ、というなことも含め

ながら周知を図っていきたいというふうに考えております。 

 

清胤委員） 

支援センターっていうのは継続されるんですかね。センターは確か保護者同伴だったと思

うのですが。この子ども誰でも通園制度は子どものみで預かっていただける、ということで

すね。ただ月 10 時間というと２日間ぐらいしか預けられないような気がしまして。これは

全国的に月 10時間以内という感じなんでしょうか。 

 

園田主査） 

子育て支援センターは、家族で保育の体験をしていただけるところですけど、子ども誰で

も通園制度については、基本的には子どもの育ちの支援を保育士等の専門職がですね、しっ

かり見守りをするため、というような制度でございますので、最初の数時間とか何日間のと

ころは保護者の登園もしているところでございますけど、これは保護者の登園がずっと続か

ないようにというのは子ども家庭庁の方からも指針が示されているところでございます。10

時間というのは現在、国が示している時間が月 10 時間を基準とした、ということで基本的

には国庫補助の対象になるのか月 10 時間まで。10 時間超えるのは基本的に市町が全て負担

と言う形になっておりますので、ただ国においてもこの期間はいろんな審議会等において時

間を伸ばしたらいいんじゃないかというようなことがありますが、始まったばかりの制度な

ので、まずは 10時間で。例えば 10時間はできない市町においても、４月必ず行わないとい



けないんですけど、例えば月３時間程度でもいいから 10 時間以内で、10 時間超えてもオッ

ケーだけどこういう所に関しては基本的な市町の方で、うちについてもう一時預かり制度が

あるので基本的にはこういったところは少し高くなるんですけどまずは一時保育月 14 日ま

で預かれる制度があるので特に考えております。 

 

 河本委員） 

   10 時間を超えた時、一時保育の制度の中にですね、働いていなくてもその中で利用する

ことが出来る。 

 

園田主査） 

一時預かり制度の中でもリフレッシュであるとか家庭での保育疲れみたいな形も基本

的な対象という形にしておりますので、基本的にはうちの一時保育の制度自体はもう子ど

も誰でも通園制度に近いものをすでにやっているというふうに認識はしているんですけ

ど。子ども誰でも通園制度は給付制度なんで、必ず全市町でやります。一時保育制度は基

本的には市町の判断でできる事業でありますので、うちはもうやっている、ということで

す。 

 

小田委員） 

この利用申請書を出して審査とかあって通知書発送とか結構時間がかかるようなイメー

ジですけど、いつまでに出さないといけないとかそういうのはあるんでしょうか。 

 

 園田主査） 

   認可の申請の雛形が先日来たばっかりでですね、それを今から保護者に出していただく形

で基本的にはもうすぐ渡して対応する、という形にしております。基本的には前月の例えば

20 日ぐらいまでに予約を受けて翌月の利用を決める、と言うような形になるものだろうと

思っております。基本的にはこの申請を出すのは、だいたい翌月使いたい場合は月の５日ぐ

らいまでに申請書を出してくれ、みたいな形を言っているので、おそらくそれに準ずる形で

対応を図っていって。現場と保護者が話をしたり、ということがありますので、そこは少し

時間をどういう形でとはいえないですけれど、20日程度の時間を考えてます。 

 

 教育長） 

   それではお諮りいたします。議案第６号安芸太田町特定乳児等通園支援事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定について及び議案第７号安芸太田町保育所条例の一部改正につ

いてを原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。 

 

        （全員賛成） 

 

 教育長） 

   全員賛成です。よって議案第６号安芸太田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について及び議案第７号安芸太田町保育所条例の一部改正については

原案のとおり可決されました。 

 



教育長） 

議案８号安芸太田町立小・中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正

する規則についてと議案第９号安芸太田町立小中学校事務処理等規程の一部を改正する訓

令についてを一括して議題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

 清水課長） 

   （安芸太田町小・中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則

のついてと安芸太田町立小中学校事務処理等規程の一部を改正する訓令について説明） 

 

教育長） 

よろしくお願いいたします。 

 

教育長） 

それではお諮りいたします。議案８号安芸太田町立小・中学校の管理及び学校教育法の実

施に関する規則の一部を改正する規則についてを原案のとおり賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

  

     （全員賛成） 

 

 教育長） 

   続きまして、議案第９号安芸太田町立小中学校事務処理等規程の一部を改正する訓令につ

いて原案のとおり賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員賛成） 

教育長） 

   両議案共全員賛成です。よって議案８号安芸太田町立小・中学校の管理及び学校教育法の

実施に関する規則の一部を改正する規則について及び議案第９号安芸太田町立小中学校事

務処理等規程の一部を改正すは原案のとおり可決されました。 

 

日程第４ 報告・協議 

 

教育長） 

報告・協議１給特法改正に係る広島県における教員の処遇改善についてを議題とします。

事務局より説明をお願いします。 

 

 清水課長） 

   （給特法改正に係る広島県における教員の処遇改善について説明） 

 

 教育長） 

   説明は以上でございますが何かご質問等はございませんか。 

 

 池野委員） 

   筒賀小学校は来年は全学年複式学級ですかね。今まで複式学級じゃなくてこれから複式学



級を担当される方も指導が大変だと思うんですよ。そうする時に、ちょっと手当が落ちると

いうのは非常に残念な気持ちがするんですけどいかがでしょうか。 

 

清水課長） 

へき地校のある教育委員会に勤めている者として、そちらは同じような思いを持っており

のますが、全ての教職員の給与が引き上げられるということで、それが教員のなり手不足の

解消とかにですね、結びつけばというねらいもあるのだと思っております。合わせて筒賀小

学校や戸河内小学校、安芸太田中学校につきましては、へき地校ということでへき地手当と

いうものが支給されております。これも今後どうなるかわからないんですけれども、そうい

う国全体の動きも見ながらですね、安芸太田町に勤める教職員は安芸太田町に勤めて良かっ

たと思えるような学校運営をして行く必要があると考えております。 

 

池野委員） 

複式学級についてですね、格段の配慮をお願いします。 

 

清胤委員） 

池野委員と同じ意見なんですが、全ての教員の方々の給与が上がるっていうのはモチベー

ションにも繋がると思うんですが、本当に複式学級の担任の先生方は２倍の労力が必要だと

思うんですね。だからその手当が廃止になるっていうのがイメージ的にその先生方のやる気

を削いではいけないので、給与は上がるんだけどそこがなくなる分、人的にね、校長先生や

教頭先生方が助けてさしあげるとか、この制度に代わっても大丈夫っていうそういう心持ち

を持っていただけるようにちょっと最初のうちは配慮して頂けましたら嬉しいと思います。 

 

清水課長） 

かしこまりました。 

 

河本委員） 

学校運営協議会の中に教職員の人事についての意見を述べるというのがあったと思うん

ですが。実際に希望とかってこの協議会の中であるんですか。 

 

教育長） 

現状あまり今おっしゃったようにそういう人事のことについて話をするっていうことが

認識がされていないので無いところなんですけれども、その辺のところでですね、学校運営

協議会の委員さんとして今どのような教育が必要になる。それは、この先生が良くてこの先

生がダメだとかそういうことじゃなしに、どういうような教員、どのような特性を持つ教諭

が必要ですよって意見はどんどん述べていただいて、そしてそれをもとに学校長の方でまた

人事の方をですね、教育委員会と協議していく、というような形に結びつけていく、という

のが必要ではないかなというふうに考えるところでございます。 

 

河本委員） 

教員目線じゃない、地域とか保護者からの目線で見た時に。 

 



教育長） 

今後そういう意見もね、例えば出てくると思いますね、複式をされている学校については、

その意見がまた一つの後押しになることもございますので。 

よろしいでしょうか。それでは以上で本件の審議を終わらせていただきます。 

 

教育長） 

報告協議２安芸太田町議会第２回定例会に提案する議案に対する意見聴取についてを議

題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

長尾次長） 

（安芸太田町議会第２回定例会に提案する議案に対する意見聴取について説明） 

 

 教育長） 

   説明は以上でございますが何かご質問等ございませんか。 

 

池野委員） 

今朝のニュースで廿日市市が給食費の無償化をして、なおかつ恒久化するっていうニュー

スがあったんですが、安芸太田町は恒久化の方の展望はどうでしょう。 

 

長尾次長） 

そうですね、一旦無償化するとですね、これをまた有償化するっていうのは非常に困難で

あると思います。システム的にもですねやはり給食費を徴収していく、うちはですね、学校

等にもよらない口座引き落としだったり我々の事務の方で行っておりますけれども、こうし

たところもですね、やはり一度お金を徴収しないというふうに決めてしまうと次からまた入

れるということは非常に困難になるというふうなことでございますので、今まで議会の方と

もいろんな議論をしてくる中でですね、やはり小中学校義務教育過程の中で無償化にしたほ

うがいいんじゃないか、という議論をいただいておりまして。あとは財源の問題だという話

がございました。恒久化していただきたい、という要望を全国町村会の方からも上げていた

だいておりますし、さまざまなところでですね、国に対しては町長の方も予算要望している

ところでございます。おそらく今みたいな交付金としてくるところから恒久化すれば財源的

には交付税というような切替にもなるかもしれませんけれども、こうしたところを見せなが

らですね、やはり恒久化っていうところを前提にした今回無償化ということで私自身は思っ

ているんですけれども。いかんせん全体の先ほどの大きな金額っていうところを見た時にで

すね、財源がなくなるっていうような事態にならないような取り組みということが必要不可

欠ではないかなと思っています。 

 

清胤委員） 

ちょっと教育委員会から外れる話かもしれないんですけど、道の駅について、こんなのが

出来上がりますなんていうモデルが町内に出てますね、それに対しての意見っていうのが結

構入ってくるんですよ。子どもの遊び場がなんか思ったより小さいとか、せっかくなら森の

ようちえん事業とかしている町ですから、アドベンチャーワールドみたいなそういうので

も。県で唯一、全てのこども園と保育所が自然保育認証されたみたいなところですから、安



芸太田町の道の駅に行ったら自然と遊べるよ、みたいな。今なんか東広島市の福富町がもの

すごく流行っていて、子どもがもう生き生き遊ぶからもう親が嬉しいっていう。今さら無理

でしょうか。 

 

長尾次長） 

道の駅に関しましてはいわゆる民間提案型事業というのを採用しております。ＰＦＩって

いう言い方をするんですが、いわゆる中の箱物の配置とか営業方針とかすべてを含めてです

ね、民間事業者に提案をしていただき、それで建設も今後の運営もいわゆる民間の方で責任

を持ってやってくださいと、そうした中でいわゆる投資事業に絡むものに関しましては町の

負担でやって行きます、とこういった中身なんですね。もちろん今まで議論の中でですね、

議員さんの方からも様々な議論をされておりました。私も昨年度まで総務課長いうことで、

いろんな話を聞いたんですけれども、確かに今になってこうもう絵面を変えるっていうのは

難しいというかできないことなんですけれども、やはりそういった思考の話ですね、運営の

中に例えばそういった考えを取り入れて欲しいとか情報発信基地でもございますので例え

ばうちの町のメリットになるその教育がどういう部分に力を入れてやってるとか、そういっ

たところをしっかりアピールしていただく、というような情報発信基地になって欲しいとい

うことで、そういったところに関しましては引き続きですね、お話をさせていただきながら

連携できる部分があると思います。 

 

清胤委員） 

その情報を外に発信するだけじゃなくて町内の子ども達や親御さんにも町内の良さを再

認識していただくというメッセージになったらいいなと。森のようちえん事業でもそこへ遊

びに行くとか小学校や中学生は分からないけどもアドベンチャーみたいないろんなものを

作っていただいて、小中学生の子ども達も社会教育の一環でちょっと道の駅に行ってみよう

とか、案外その道の駅って他町村の方が多く使われるけど町内の人はあんまりこう灯台下暗

しで行かないとか、でもこれだけの予算を割くんなら町内の方々にも喜んでいただける、そ

ういう特に教育委員会としては子どもの施設を充実していただく、というのはちょっと声が

あったことを伝えていただければ大変ありがたいと思います。 

 

小田委員） 

予算のことと関係するかわからないんですけど、加計中学校のアクティブランニングルー

ムを廃止するって聞いたんですけど、今まで使ってなかったっていうことですか。今後も使

う予定がないっていうことなんですか。 

 

清水課長） 

これまでですね、それぞれの小中学校にパソコン教室がありました。それが１人１台端末

になったことによってあまり実用性がなくなった。それで本町としてはそのパソコン教室の

利用の方法として、本町の進めている協調学習であったり知識構成型ジグソー法の授業に特

化した教室を設置してはどうか、ということでアクティブラーニングルームというのを各校

に設置していただきました。ただこれもかなり端末の精度が上がってきたりした関係でです

ね、わざわざそこに行かずとも普通教室の中で協調学習とかジグソー法の授業がですね気軽

に出来るようになってきたというような状況もあって、学校によってやはり空き教室が足り



ないとか施設上の問題もあるので、もしアクティブラーニングルームを別の方法で活用した

い学校があるのであれば、学校で判断して活用しても良いです、という風な話を教育委員会

の方からさせてもらいました。加計中学校は次年度新たにスペシャルサポートルームを設置

したいという思いがありまして、じゃあどこをするかってなると加計中学校はスペースは広

いんですけど教室というところで不足しているので、そのアクティブラーニングルームを今

後スペシャルサポートルームに活用したいと言う思いを加計中学校は今もっており、準備を

進めている、という状況になっています。 

 

河本委員） 

場所はどこの位置に。ちょっと周りから見られない感じで行く場所、というイメージが

あるんだけど。 

 

清水課長） 

ランチルームがありますよね、加計中学校のあそこに実は扉があって扉を開けるとアクテ

ィブラーニングルームに繋がっているんです。あそこの良いところは、そこの体育館側の方

に玄関がありまして、要は生徒玄関を使わずともそちらの別の入り口から直結してその新設

されるであろうスペシャルサポートルームに子どもが出入りできる状況が生まれるんです。

それによって学校になかなか行きにくい子どもが少し行きやすくなったり、というのも想定

される。そのような場所があります。 

 

池野委員） 

私はもう逆にど真ん中にあってもいいと思います。別に恥ずかしいことではない。いかが

ですかね。 

 

清水課長） 

スペシャルサポートルームを利用する生徒の思いや背景というのはかなり多様だと思わ

れますので、もちろん子どもによっては生徒玄関から入ってスペシャルサポートルームを利

用する生徒もいるでしょうし、先程申したような別の入り口から利用する生徒もいるでしょ

うし、多様な思いを抱えている生徒のための部屋であるべきだと思いますから、やはりその

ことを教員だけではなくて、生徒それから保護者の方に学校のほうから説明をして理解をい

ただくという取り組みも併せて進めていくことが先ほどの池野委員さんも言っていただい

たことの解決につながるのではないかなと思っています。 

 

教育長） 

今のお話でいきますとね、スペシャルサポートルーム。学校でなかなか教室に入りにくい

お子さんが通う場所があるんですけれども、全国的な考え方としては学びの多様化っていう

考え方に移行しているので、ですから別室で勉強するのも一つの学び方なんだ、という発想

のもとにそれこそ学校のセンター的な役割もするようになってくると思いますので、そうい

う発想を持ってまた子どもによってはね、そういうところで学びたいと思っている子もいる

だろうし、ちょっとやっぱりね、あの陰に隠れたいんだっていうお子さんもいると思います。

それこそが学びの多様化だと思いますので、それに対応できるような学校施設のあり方をこ

れから考えていかなければならないし、少しずつ進んでくるというふうに考えております。



子ども達も喜ぶと思います。 

以上で本件の審議を終わりたいと思います。 

 

教育長） 

本日も非常に活発なご意見も頂戴いたしました。ここで議論していることは非常に大切な

ことです。もちろん議論が公表されますので、こういう議論がなされているんだなというこ

とで町民の方もまた安心されることもあると思いますし、私も意見を述べてみようか、とい

うことに繋がっていくと思いますので、本当に貴重な会議だったというふうに思います。今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

以上で令和８年第２回教育委員会議を終わります。ありがとうございました。 

 

（午前 10時 48分 閉会） 

 

 

 


